
施設内研修について



はじめに

適切な支援の提供と支援の質の向上のため、支援に関わる人材の知識・

技術を高めることが必要であり、そのためには様々な研修の機会を確保

するとともに、知識・技術の習得意欲を換気することが重要であるとさ

れています。

また、設置者・管理者は従業者等の資質の向上の支援に関する計画を策

定し、その計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保することが望ま

しいとされています。



実地指導での主な指摘事項

・研修が実施されていない

・研修の実施記録がない

・年間の研修計画を立てていない



実地指導での主な指摘事項

・研修が実施されていない

☆必ず行わなければならない研修

「虐待防止、身体拘束について」

事業者は高齢者の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を

設置する等必要な体制の整備を行うとともにその従業者に対

し、研修を実施する等の措置を講ずるとともに高齢者虐待の

防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律について

理解し、虐待の防止への取り組みを進める必要があります。



実地指導での主な指摘事項

☆行うことが望ましい研修

（実地指導の際に行うよう指摘があった研修）

「感染症対策 / 衛生管理」

「非常災害対策」

指定権者によって、行わなければならない研修（県や市の

条例で定められている場合もあります）は異なりますが、

上記の項目は実地指導の際によくあがる項目になります。



実地指導での主な指摘事項

・研修の実施記録がない

研修を実施した際には記録を残しておく必要があります。

☆記載しておくべき項目

・開催日

・開催時間

・開催場所

・参加者

・研修内容、研修を踏まえた協議内容（議事録）



実地指導での主な指摘事項

・年間の研修計画を立てていない

従業者の資質の向上のために、年間計画等を策定し研修の

機会を確保する必要があります。
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